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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 

核融合炉構造材料開発グループ 



第１章 一般事項 

 

１．１ 件名 

 PIV計測システムの購入 

 

１．２ 目的 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「QST」という。）では、発電

用ブランケットの開発のため、各種材料分析装置の整備に加えて、大面積熱負荷試

験施設の増強、安全実証試験装置の増強や、強磁場環境下での性能試験に向けた技

術開発を進めている。本仕様は、安全実証試験装置の増強の一環として、QSTが所有

する高温高圧腐食試験ループ実験パラメータ較正機器に組み合わせるPIV計測シス

テムを購入することを目的とする。 

 

１．３ 適用範囲 

 本仕様書は、PIV計測システムの購入及び据付調整に適用する。 

 本章は、PIV計測システムの購入及び据付調整に関する一般事項について記したも

ので、詳細は第２章以降に示す。 

 

１．４ 納期 

令和9年3月19日 

 

１．５ 納入場所及び納入条件 

(１) 納入場所 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘 2番地 166 

QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 

ブランケット工学試験棟内指定場所 

(２) 納入条件 

 据付調整後渡しとする。 

 

１．６ 工程管理 

 契約締結から本件 PIV計測システムの納入据付調整に至るまで、十分な工程管理を

行うこと。 

  



１．７ 購入品内訳 

 本仕様書に基づき、下記装置の調達を実施すること。 

 ・定常 2D-PIVシステム 半球体計測仕様（付属品含む） 1式 

相当品可 

品名 仕様 数量 

1 PIV 制御・解析ソフトウェア Koncerto Ⅱ-Online 1式 

2 球面補正、表示ソフトウェア  1式 

3 時系列 PIV専用アルゴリズム FA5 1式 

4 PIV 用超高解像度ダブルシャッターカ

メラ 

24M ピクセル@30fps 1式 

5 高速度カメラ 1Mピクセル@2000fps 1式 

6 カメラレンズ 100mm f2.8 Fマウント 1式 

7 蛍光撮影用カメラレンズフィルター及

び装着治具 

 1式 

8 大口径テレセントリックレンズ  1式 

9 カメラ及びレンズ固定治具  1式 

10 ダブルパルス Nd:YAGレーザー 200mJ@15Hz 1式 

11 拡散光学系  1式 

12 レーザーライトアーム  1式 

13 連続発振 DPSSレーザー 532nm 1W シート光学系付属 1式 

14 球体撮影用トラバース架台  1式 

15 タイミングコントローラ  1式 

16 制御用ワークステーション  1式 

17 解析用ワークステーション  1式 

18 蛍光粒子 ローダミン B 8μm仕様 1式 

19 レーザー安全設備 安全制御ボックス、インターロ

ック機構、暗幕、電動シャッター

/アッテネータ機構 

1式 

20 システムインテグレーション費用  1式 

21 出張機材設置、取扱説明費用  1式 

 

１．８ グリーン購入法の推進 

(１) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律）に適用する環境物品（事務用品、OA機器等）の採用が可能な場合は、

これを採用するものとする。 

 (２) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、原則としてグリーン購入



法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

１．９ 協議及び遵守事項 

（１）本仕様書に記載した事項及び記載無き事項に疑義、または、不測の事態が生じた

場合には、QST と協議し、その都度、その措置を定めた議事録を記載する。また、

受注者は、その決定に従うものとする。 
（２）据付調整作業に際し、綿密な計画による工程を組み、労務安全対策等の諸般の準

備を行い、作業の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。また、作業進行上、既設物

の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずると共に、災害や盗難その他の事

故防止に努めること。また、当業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し、構

内の作業でトラブル（人身事故、火災等）を発生させた場合、たとえそれが些細な

ものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねること

がないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。なお、受注者側の過失による

人災等の補償は、受注者側で全責任を負うこととし、QSTは一切の責任を負わない。 
 

１．１０ 検査条件 

第２章２．５に定める提出図書の完納、第３章で定めた装置の指定場所への納入、

第４章で定めた据付調整の完了、第５章で定めた動作確認・検査結果の合格をもっ

て検査合格とする。 

 

１．１１ 産業財産権等 
産業財産権等の取り扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとお

りとする。 
 
１．１２ 機密保持 

 受注者は、QSTより開示もしくは、貸与された図面、文書及び本契約の実施により得

られる情報の全てを機密扱いとし、その保持に努めるとともに、本契約の実施以外の目

的にこれらを使用しないこととする。 
 
１．１３ その他 
（１）本仕様書に定められた据付調整・検査について責任を持って実施すること。 
（２）本仕様書に定められた書類、図面、資料等は、必要に応じて QSTに提出し、承認

を得ること。 



第２章 一般仕様 
 
２．１ 概要 

本章は、PIV計測システムの購入及び据付調整を遂行するにあたっての一般仕様を記

す。 
 
２．２ 適用条件 
２．２．１ 周囲環境条件（ただし屋内、空調時） 
       室  温   5～35 ℃  
       相対湿度  40～90 RH％ 
 
２．２．２ 設置場所 
本装置は、ブランケット工学試験棟指定場所に設置するものとする。居室条件を以下

に示す。 
1. 実験室 

（１）天井高さ： 4,000 mm 
（２）搬入口：  幅 約 3,000 mm、高さ 約 2,405 mm 
（３）耐床荷重： 1 t/m2 

 
２．２．３ 取り合い条件 
（１）電気 

 既設の 100Vコンセントから取るものとする。 

 ※電源に不足がある場合、受注者と QSTで協議の上、詳細を決定する。 

 
２．２．４ 適用法令、規格基準等 
受注者は、下記の基準等を準拠（または準用）すること。   

①労働安全衛生法 
②日本産業規格（JIS） 
③日本電機工業会規格（JEM） 
④量子科学技術研究開発機構所内規定 
⑤電気設備技術基準 

なお、本仕様書に記載されていない規格基準等については、必要に応じて協議し、決

定事項に従うこと。 
 

２．３ 現地作業 
（１）現地作業に関する詳細な工程を２週間前までに QST と協議して決定し、据付作



業要領書として提出し、それに従い工程管理を行うこと。同要領書には作業員名

簿と作業に関わる有資格者一覧を含むこと。 
（２）据付調整等の作業については本仕様書に記載の事項を遵守し、QST の指示に従

い行うこと。 
（３）現地作業に関しては必要な資格・経験・知識等を有する者を担当者として選任す

ること。 
（４）現地作業の期間中においては、現場責任者を常駐させ QST との連絡を密にし、

本装置の据付調整に遺漏のないよう工程の管理・調整・試験・検査等に万全を期

すこと。 
（５）現地作業に際しては安全関係法令及び QST 内諸規定を遵守し、安全について細

心の注意を払うこと。また、万一火災・事故が起きた場合は、火災・事故の発生

を速やかに QST へ報告するとともに迅速に原因の究明、対策を講じて最善の処

置を施すこと。 
（６）受注者側の責により、機器類を輸送すること。なお、機器の輸送において、清浄

度の低下、破損、その他の支障をきたさないよう十分配慮すること。また、輸送

時に生じた事故については、受注者側で全責任を負うこと。 
（７）据付作業等で既設物品等の一時移動等を行った場合、完全な現状復帰を行うこと。 
（８）本件の作業が、既存の建屋の一部改造を伴う場合、前もって改造の詳細な情報を

QST に提出し、協議を行い、了承を得ること。 
（９）本件の作業の際は、既設構造物、地下埋設物等を毀損しないよう十分注意すると

ともに、万一毀損した場合は、QST の指示に従って、同一材料にて速やかに復旧

すること。 
（１０）据付作業が終了した場合は速やかに後片付け、清掃を行うこと。 

 
２．４ 動作確認検査 

 対象機器の性能及び信頼性を確認するために必要なすべての動作確認検査を実施

することとし、完成図書提出時に検査成績書を提出すること。 
 

２．５ 提出図書 
 表２．１に示す書類を提出すること。電子媒体でも可とする。 

表２．１ 提出図書一覧 
項目 部数 提出時期 備考 
①提出図書リスト 1 契約後２週間以内 要確認 
②実施体制 1 契約後２週間以内  
③工程表 1 契約後２週間以内 要確認 
④確認仕様書 1 契約後２週間以内 要確認 



⑤据付作業要領書 1 据付開始前２週間 要確認 
⑥作業日報 1 作業完了後速やかに  
⑦検査成績書 1 検収時  
⑧取り扱いマニュアル 1 検収時  
⑨打合せ議事録 1 打合せ後２週間以内 要確認 
⑩安全関連書類 
（保安審査含む） 

1 据付開始前 4 週間 要確認 

⑪完成図書 1 検収時  
その他 QST が必要と

認めた図書 
必 要

部数 
随時  

 



第３章 装置仕様 

 

３．１ 概要 

 本章では、PIV計測システムに関する仕様を記す。 

 

３．２ 対象機器 

本PIV計測システムは以下の装置のアクリル試験体部を対象にPIV計測を実施するもの

であり、当該機器の構造を理解したうえで機器の選定、カスタマイズを実施すること。 

 

・高温高圧腐食試験ループ実験パラメータ較正機器（図1参照） 

 

 

 

図1 高温高圧腐食試験ループ実験パラメータ較正機器 

  



３．３ 仕様（相当品可） 

1 PIV制御・解析ソフトウェア   1式 

西華デジタルイメージ製 Koncerto Ⅱ-Online   

 

2 球面補正、表示ソフトウェア   1式 

当該較正機器にて測定する対象を考慮し、球面上の流れを4方向から２次元PIVにより計

測した流速ベクトルを、あらかじめ決められた球面上に再投影し、球面上の流れ場とし

て出力する機能を有すること 

 

3 時系列PIV専用アルゴリズム   1式 

西華デジタルイメージ製 FA5 

 

4 PIV用超高解像度ダブルシャッターカメラ 1式 

ImperX社製 型番CXP-5340 

仕様：5300×4600ピクセル（24Mピクセル）、30fpsにて撮影でき、グローバルシャッタ

ー、PIV撮影対応ダブルシャッター機能を有すること。通信型式はCoaExpressとする。 

 

5 高速度カメラ     1式 

フォトロン製 FASTCAM miniAX50 8GB 

仕様：1Mピクセル@2000fps 

 

6 カメラレンズ     1式  

仕様：100mm f2.8 Fマウント 相当 

 

7 蛍光撮影用カメラレンズフィルター及び装着治具  1式 

蛍光波長の撮影のため580nmを超える波長を透過する性能を有すること。 

 

8 大口径テレセントリックレンズ  1式 

半球形状の対象の撮影のため最大視野（対角）250mmを有すること。 

 

9 カメラ及びレンズ固定治具  1式 

PIV用高解像度カメラと大口径テレセントリックレンズを安定的に固定するための機構

を有すること。 

 

10 ダブルパルスNd:YAGレーザー  1式 

Beamtech製 Vlite-200 



仕様：200mJ@15Hz 

 

11 拡散光学系  1式 

レーザービームを撮影対象へ拡散照射するための機構を有すること。 

 

12 レーザーライトアーム  1式 

レーザーヘッドから発振されるレーザービームを安全に任意の位置で発振するための

機構を有すること。 

 

13 連続発振DPSSレーザー  1式 

LaserWave製 LWPIV-XH-5/LS-20 

仕様：532nm 1W シート光学系付属 

 

14 球体撮影用トラバース架台  1式 

球体を0時、3時、6時、9時方向から撮影するためにカメラ及びレーザー光学機器を設置、

移動することが可能な機構を有すること。 

 

15 タイミングコントローラ  1式 

PIV制御ソフトウェアで設定した撮影タイミングでカメラ及びレーザーが連動して動作

するための信号を発振する機能を有すること。 

 

16 制御用ワークステーション  1式 

プロセッサー：ｲﾝﾃﾙ Core Ultra 7 265 以上 
メモリー：32GB:  2 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, 非 ECC  以上 
グラフィックス：ｲﾝﾃﾙ 内蔵 ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ  以上 
1st ストレージ：512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready 以上 
2ndストレージ：2TB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready 以上 
OS：Windoes11 Professional 日本語版 
4K 27インチモニター 

 

17 解析用ワークステーション  1式 

プロセッサー：インテル ® Core™ Ultra 7 265 (13 TOPS NPU, 20 コア, 最大 5.3GHz 
まで可能) 
メモリー：32GB: 1 x 32GB: DDR5, 最大 5600 MT/s, 非 ECC 
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 1 Raid 連結 RAID なし 
ストレージ：1TB SSD TLC 



OS：Windows11 Professional 日本語版 

 

18 蛍光粒子  1式 

西華デジタルイメージ製 ローダミンB 8μm仕様 

 

19 レーザー安全設備    1式 

レーザー安全対策のため安全制御ボックス、インターロック機構、暗幕、電動シャッタ

ー/アッテネータ機構を有すること。 



第４章 現地据付作業 

 

４．１ 概要 

 本章では、PIV計測システムの据付調整に関わる作業について定める。 

 

４．２ 作業内容 

 据付調整作業を以下記す。 

（１）電源からPIV計測システムの電気配線接続作業 

（２）PIV計測システムの据付作業 

（３）据付後の動作確認（通電確認） 

 

４．３ 支給物品など 

（１）支給物品 

 電気・水道 

（２）貸与物品 

 特になし。 

（３）受注者負担品 

 本作業に必要な消耗品、資材など一切は受注者の負担とする。 

 

４．４ 作業実施に当たっての留意事項 

（１）養生の着脱に際しては、受注者は QSTの検査を受け、損傷の有無の確認を得るも

のとし、養生した搬出入口等に損傷が認められた場合には、QSTの指示に基づき、

受注者の責任において原状回復を図ること。 

（２）装置は、破損等の事故がないよう受注者において梱包等を行い、搬出入等に際し

ては横転・破損等事故のないよう細心の注意をもって行うこと。 

（３）受注者は、QSTが契約締結後に提示する室内レイアウト案等に基づき、移設物品

の搬送準備、搬送順序、設置場所、解体・組立（解体等が必要な物品に限る。）等

について、事前に打ち合わせを行い、作業要領書を提出すること。 

（４）受注者は、搬出入作業の速やかな実施のため、QSTのほか、必要に応じて関係す

る業者と十分協議を行い、搬出入作業工程等の必要事項の調整を行うこと。 

（５）受注者は、みだりに廊下等に移設物品等及び存置物品等を積載し、通路の安全を

妨げないこと。 

（６）受注者は、法令に定める資格を要する作業については、有資格者を確保して実施

するものとし、法令の規定を遵守して作業を行うこと。 

（７）受注者は、作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入らないこと。 

（８）受注者は、本作業の終了確認を行った後、速やかに QST に報告を行うとともに、



検査を依頼すること。 

 

４．５ 事故防止と補填 

 作業中、万一次の各項の事故が生じたときは受注者の責任において処理すること。 

（１）第三者、来訪者、QST職員及びその関係者、受注者の作業員の人身事故。 

（２）作業車両等によるすべての車両事故。 

（３）敷地内通路の縁石と植栽及び建物とそれに付随する設備に対する事故。 

（４）移設物品等に対する事故。 

（５）その他受注者の管理責任に基づく事故。 

 

４．６ 特記事項 

（１）本仕様書に定めのない事項については、QST と協議の上、決定すること。 

（２）受注者は QSTが核融合の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い

信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、QST の規程等を遵守し安全性

に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 

（３）受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、

技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を QST の施設外に持ち出して発表

もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供するこ

とはできない。ただし、あらかじめ書面により QSTの承認を受けた場合はこの限

りではない。 

（４）受注者は異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。 

（５）作業の実施に当たっては、受注者は、関連会社等と十分調整しトラブル等が発生

しないよう努め、トラブル等が発生した場合には、QST に報告するとともに、QST

と協議のうえ、受注者の責任と費用負担において解決すること。 

（６）「電気設備技術基準」及び「内線規程」に準拠して電気工事を行う旨および「第

一種電気工事士」資格保持者にて電気工事部分を施工すること。 

 

４．７ その他 

 作業開始前に搬出・搬入及び据付の手順、工程等についてQST側に説明すること。作

業完了後には作業内容について日報として提出すること。 



第５章 動作確認・検査仕様 

 

５．１ 概要 

 本章は、PIV計測システムの確認試験・検査の基準について定める。なお、動作確認・

検査結果は検査成績書として提出すること。また、すべての検査が完了した後に、QST

担当者に対し、取り扱い説明を実施すること。 

 

５．２ 確認試験、検査項目 

（１）員数検査 

  ・納入機器の員数検査を行うこと。 

（２）外観検査 

  ・機器類の外観検査は、機器にキズ、ヘコミなどがないことを確認すること。 

（３）動作確認 

  ・機器の動作確認は、通電確認をもって実施すること。 

 

 

以上 

 

   （要求者） 

六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 

核融合炉構造材料開発グループ 中島 基樹 
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知的財産権特約条項 
 
（知的財産権等の定義） 
第１条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

一 特許法（昭和34年法律第121号）に規定する特許権、実用新案法（昭和34年
法律第123号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和34年法律第125号）に規
定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和60年法律第43
号）に規定する回路配置利用権、種苗法（平成10年法律第83号）に規定する育
成者権及び外国における上記各権利に相当する権利（以下総称して「産業財産
権等」という。） 

二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録
を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回
路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、
種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当
する権利 

三 著作権法（昭和45年法律第48号）に規定する著作権（著作権法第21条から
第28条までに規定する全ての権利を含む。）及び外国における著作権に相当す
る権利（以下総称して「著作権」という。） 

四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可
能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特
に指定するもの（以下「ノウハウ」という。）を使用する権利 

２ この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 
一 特許権の対象となるものについてはその発明 
二 実用新案権の対象となるものについてはその考案 
三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 
育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権
利の対象となるものについてはその案出 

３ この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、
実用新案法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、半導体集
積回路の回路配置に関する法律第２条第３項に定める行為、種苗法第２条第５項に
定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物
を利用する行為、種苗法第２条第５項に定める行為及びノウハウを使用する行為を
いう。 

 
（乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属） 
第２条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの

規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を
乙から譲り受けないものとする。 
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一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞な
くその旨を甲に報告する。 

二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてそ
の理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権
利を国に許諾する。 

三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知
的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない
場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するため
に特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財
産権を実施する権利を第三者に許諾する。 

四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用
実施権（仮専用実施権を含む。）若しくは専用利用権の設定その他日本国内に
おいて排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾（以下「専用実施権等
の設定等」という。）をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次
のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受
けなければならない。 
イ 子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号に規定する子会社
をいう。以下同じ。）又は親会社（会社法第２条第４号に規定する親会社
をいう。以下同じ。）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等
をする場合 

ロ 承認ＴＬＯ（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への
移転の促進に関する法律（平成10年法律第52号）第４条第１項の承認を受
けた者（同法第５条第１項の変更の承認を受けた者を含む。））又は認定Ｔ
ＬＯ（同法第11条第１項の認定を受けた者）に当該知的財産権の移転又は
専用実施権等の設定等をする場合 

ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移
転又は専用実施権等の設定等をする場合 

２ 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的
財産権を甲に譲り渡さなければならない。 

３ 乙は、第１項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ
かを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認
める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡
さなければならない。 

 
（知的財産権の報告） 
第３条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出

願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知
しなければならない。 

２ 乙は、産業技術力強化法（平成12年法律第44号）第17条第１項に規定する特定研
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究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出
願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則（昭和35年通商産業省令第10号）、
実用新案法施行規則（昭和35年通商産業省令第11号）及び意匠法施行規則（昭和35
年通商産業省令第12号）等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成
果による出願である旨を表示しなければならない 。 

３ 乙は、第１項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた
場合には、設定の登録等の日から60日以内（ただし、外国にて設定の登録等を受けた
場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。 

４ 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許
諾したとき（ただし、第５条第４項に規定する場合を除く。）は、実施等した日から
60日以内（ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内）に、甲にその旨書面によ
り通知しなければならない。 

５ 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、
自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければな
らない。 

 
（乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転） 
第４条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転

する場合（本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に
著作権を移転する場合を除く。）には、第２条から第６条まで及び第12条の規定の適
用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 

２ 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通
知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割によ
り移転する場合及び第２条第１項第４号イからハまでに定める場合には、この限り
でない。 

３ 乙は、第１項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社（これらの会社が日本国外
に存する場合に限る。）である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、
必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。 

４ 乙は、第１項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内（ただし、外国
にて移転を行った場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならな
い。 

５ 乙が第１項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的
財産権について、第２条第１項各号及び第３項並びに第３条から第６条まで及び第
12条の規定を遵守するものとする。 

 
（乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾） 
第５条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者

に実施を許諾する場合には、第２条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えない
よう当該第三者に約させなければならない。 
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２ 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に
専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面によ
り通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合
併又は分割により移転する場合及び第２条第１項第４号イからハまでに定める場合
は、この限りではない。 

３ 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社（これらの会社が日本国外に存する場
合に限る。）である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連
絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。 

４ 乙は、第２項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日
以内（ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内）に、甲にその旨書面により
通知しなければならない。 

５ 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試
験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又
は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾す
るものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。 

 
（乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄） 
第６条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合

は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。 
 
（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属） 
第７条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る

知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、
当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も
遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。 

一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてそ
の理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権
利を国に許諾する。 

二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知
的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない
場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するため
に特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財
産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。 

２ 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負
担するものとする。 

３ 乙は、第１項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ
かを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が
認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有す
る部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 
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（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転） 
第８条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権の

うち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行
う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を
得なければならない。 

 
（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾） 
第９条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権に

ついて第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその
旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。 

 
（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施） 
第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又

は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作さ
せ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許
諾することができるものとする。 

２ 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自
ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実
施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結する
ものとする。 

 
（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄） 
第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を

放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらか
じめ相手方の書面による同意を得なければならない。 

 
（著作権の帰属） 
第12条 第２条第１項及び第７条第１項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成さ

れ納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。 
２ 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格
権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であると
きは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。 

３ 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約に
よる成果である旨を明示するものとする。 

 
（合併等又は買収の場合の報告等） 
第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合（乙の親会社が変更

した場合を含む。第３項第１号において同じ。）は、甲に対しその旨速やかに報告し
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なければならない。 
２ 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照
らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が
判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に
許諾しなければならない。 

３ 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定
も遵守することを当該移転先に約させなければならない。 

一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨
速やかに報告する。 

二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観
点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれが
あると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が
指定する者に許諾する。 

三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のい
ずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。 

 
（秘密の保持）  
第14条 甲及び乙は、第２条及び第７条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開さ

れる日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請
を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 

 
（委任・下請負） 
第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において

は、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために
必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し
全ての責任を負うものとする。 

 
（協議） 
第16条 第２条及び第７条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等に

ついて疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。 
 
（有効期間） 
第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日ま

でとする。 
 

以上 
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